
規

則 

水
産
業
協
同
組
合
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
五
年
三
月
二
十
四
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
十
三
号 

 
 

 

水
産
業
協
同
組
合
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

水
産
業
協
同
組
合
法
施
行
細
則
（
平
成
二
十
六
年
埼
玉
県
規
則
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
及
び
第
三
条
中
「
第
八
十
六
条
第
二
項
、
」
を
削
る
。 

 

第
四
条
を
削
る
。 

 

第
五
条
第
一
項
中
「
第
八
十
六
条
第
三
項
、
」
を
削
り
、
同
条
を
第
四
条
と
す
る
。 

 

第
六
条
中
「
第
八
十
六
条
第
三
項
、
」
を
削
り
、
同
条
を
第
五
条
と
す
る
。 

 

第
七
条
第
一
項
中
「
第
八
十
六
条
第
四
項
及
び
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
第
六
十
八
条
第

五
項
」
を
「
第
六
十
八
条
第
四
項
若
し
く
は
第
六
項
」
に
改
め
、
「
第
八
十
六
条
第
四
項
及
び
」

を
削
り
、
「
第
九
十
一
条
第
五
項
」
を
「
第
九
十
一
条
第
四
項
若
し
く
は
第
六
項
」
に
改
め
、
同

条
を
第
六
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
継
続
の
届
出
） 

第
七
条 

組
合
は
、
法
第
六
十
八
条
の
三
第
三
項
（
法
第
九
十
二
条
第
五
項
及
び
第
九
十
六
条
第

五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
継
続
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
様
式
第
六
号
の
継
続
届
出
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

総
会
の
議
事
録
の
謄
本 

 

二 

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類 

 

第
八
条
第
一
項
中
「
第
八
十
六
条
第
四
項
、
」
を
削
り
、
「
様
式
第
六
号
」
を
「
様
式
第
七
号
」

に
改
め
、
同
項
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

五 

合
併
し
よ
う
と
す
る
組
合
が
出
資
組
合
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類 

 
 

イ 

財
産
目
録
及
び
貸
借
対
照
表 

 
 

ロ 

法
第
五
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
手
続
を
経
た
こ
と
を
証
す
る
書
類 

 

第
八
条
第
二
項
中
「
様
式
第
七
号
」
を
「
様
式
第
八
号
」
に
改
め
る
。 

 

第
九
条
中
「
（
法
第
百
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
」
を
削
る
。 

 

第
十
条
中
「
第
四
十
七
条
の
六
第
一
項
」
を
「
第
四
十
七
条
の
五
第
一
項
」
に
改
め
、
「
第
八

十
六
条
第
二
項
、
」
を
削
る
。 

 

第
十
二
条
の
見
出
し
を
「
（
決
議
事
項
の
報
告
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
議
決
」
を
「
決
議
」



に
改
め
る
。 

 

様
式
第
一
号
中
「 

」
を
削
り
、
「 

 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

 
 

 
 

 
 

 

」

を
削
る
。 

 

様
式
第
二
号
中
「 

」
及
び
「 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
削
る
。 

 

様
式
第
三
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 
 

」
に
改
め
、
「 

」
及
び
「 

 
 

 
 

 
 

 

」

を
削
る
。 

 

様
式
第
四
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 
 

」
に
改
め
、
「 

」
及
び
「 

 
 

 
 

 
 

 

」

を
削
る
。 

 

様
式
第
五
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 
 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
り
、
「 

 
 

 
 

 
 

」

を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
、
「 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
削
り
、
「 

 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
七
号
中
「 

」
及
び
「 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
削
り
、
同
様
式
を
様
式
第
八
号
と
す

る
。 

 

様
式
第
六
号
中
「 

」
及
び
「 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
削
り
、
同
様
式
を
様
式
第
七
号
と
し
、

様
式
第
五
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。 

    

㊞
 

㊞
 

第
８
６
条
第
２
項
、

 

第
８
６
条
第
３
項
、

 

第
６
８
条
第
５
項

 

㊞
 

㊞
 

第
８
６
条
第
４
項
、

 

第
６
８
条
第
４
項
若
し
く
は
第
６
項

 
第
８
６
条
第
４
項
、
 

９
１
条
第
５
項

 
第
９
１
条
第
４
項
若
し
く
は
第
６
項

 

第
７
条

 
第
６
条

 

第
６
条

 

㊞
 

第
８
６
条
第
２
項
、

 

議
決

 
決
議

 

第
５
条

 
第
６
条

 
㊞

 

第
７
条

 

第
８
６
条
第
４
項
、

 

㊞
 

第
８
６
条
第
４
項
、

 第
 



様式第６号（第７条関係） 

 

継続届出書 

 

年  月  日 

 （宛先） 

 

       埼玉県知事 

所  在  地 

名    称          

代表者氏名          

 

 

     年  月  日開催の通常（臨時）総会において決議した組合の継続につ

いて、水産業協同組合法第６８条の３第３項（水産業協同組合法第９２条第５項、第

９６条第５項において準用する同法第６８条の３第３項）の規定により、関係書類を

添えて届け出ます。 

 

 添付書類 

  １ 総会の議事録の謄本 

  ２ その他知事が必要と認める書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
水
産
業
協
同
組
合
法
施
行
細
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、

当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 


